
設
計
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必
要
な
図
書
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
六
百
六
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第

二
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
設
計
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必
要

二
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
設
計
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必
要

な
図
書
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
図
書
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
四

規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
設
計
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
を
当
該

第
四

規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
設
計
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
を
し
よ

申
請
に
係
る
住
宅
の
設
計
住
宅
性
能
評
価
を
行
っ
た
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
設
計
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必
要
な

と
は
異
な
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

図
書
は
、
第
一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
申
請
に
係
る
住
宅

同
項
の
設
計
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必
要
な
図
書
は
、
第
一
の
表
の
上
欄
に

の
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
そ
の
写
し
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
申
請
に
係
る
住
宅
の
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
又
は

そ
の
写
し
と
す
る
。


